
山形県が発注する豚熱ワクチンの入札等の参加業者に対する排除措置命令等について（概要）

山形県が発注する豚熱ワクチンの取引分野における競争を実質的に制限

MPアグロ

アグロジャパン

小田島商事

・受注予定者を決定する
・受注予定者以外の者は受注予定者が受注できるように協力する

違反事業者３社

山形県が発注する豚熱ワクチンの全てを受注

令和２年度（山形県の各総合支庁が発注） 令和３年度～令和５年度（山形県の本庁が発注）

山形県
村山総合支庁
最上総合支庁
置賜総合支庁
庄内総合支庁

発注者

（注１）

合意

実施方法

実施状況

発注商品 豚熱ワクチン（注２）

受注予定者

同額の見積価格を提示し、２
社を対象に発注者が実施する
くじ引きにおいて、受注予定
者のうちいずれか１社が受注

受注予定者 受注予定者以外の者

令和３年度

令和４年度

令和５年度

受注予定者を決定し、山形県
に提示する見積価格を調整

毎年度、受注予定者を決定し、
山形県に提示する入札価格を調整

受注予定者の入札価格
を上回る入札価格を提
示し受注予定者に協力

自ら定めた価格
で入札し受注

令和２年度

MPアグロ小田島商事

受注予定者以外の者

受注予定者の見積価格
を上回る見積価格を提
示し受注予定者に協力

アグロジャパン

（注１）令和２年度は山形県の各総合支庁が見積り合わせの方法で発注し、
令和３年度以降は山形県の本庁が一般競争入札の方法で発注している。

小田島商事

アグロジャパン

MPアグロ

（注２）家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第２条第１項の表２０の項に規定する豚熱の発生を予防するために豚に接種するワクチン。



山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンの入札参加業者に対する排除措置命令等について（概要）

特定動物用ワクチンの取引分野における競争を実質的に制限

MPアグロ

アグロジャパン

小田島商事

・品目ごとに受注予定者を決定する
・受注予定者以外の者は受注予定者が受注できるように協力する

違反事業者３社

特定動物用ワクチンの全てを受注

山形県畜産協会発注者

合意

実施方法

実施状況

発注商品
特定動物用ワクチン（注）

（注）山形県畜産協会が指名競争入札の方法により発注する令和７年（措）第２号排除措置
命令書別紙１の表記載の動物用ワクチン。

品目ごとに、前年度と同じ受注者を受注予定者とすることを基本としつつ、

３社それぞれの受注見込額の割合等を勘案して
受注予定者を決定

前年度に山形県が調達した豚熱ワクチンを受注した者の
当該受注に係る売上高等を勘案して受注予定者を決定

毎年度、受注予定者を決定し、
山形県畜産協会に提示する入札
価格を調整

受注予定者の入札価格を上回る入
札価格を提示し受注予定者に協力

受注予定者

自ら定めた価格
で入札し受注

受注予定者以外の者

小田島商事

アグロジャパン

MPアグロ

動物用ワクチンA

動物用ワクチンB

動物用ワクチンC
・
・
・

小田島商事

アグロジャパン

MPアグロ

当年度
受注予定者

前年度
受注者

前々年度
受注者

動物用ワクチンA

動物用ワクチンB

動物用ワクチンC
・
・
・

令和２年度～令和３年度

令和４年度～令和５年度


